
【再検討要請への回答】

１．プログラム別表１の該当部分
番号 1001
構造改革特区にお
いて実施可能な特
例措置

農業生産法人以外の法人の農業への参入
を容認

特例措置を講じる
に当たっての条件

担い手不足、農地の遊休化が深刻で、農業
内部での対応ではこれらの問題が解決でき
ないような地域であって、参入法人と地域と
の調和や参入法人による農地の適正かつ
効率的な利用が確保されること。

２．基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容
所管省庁の案（平成14年12月17日現在) 構造改革特区推進室からの再検討要請事項 所管省庁による回答

特定事業の名称 地方公共団体又は農地保有合理化法人に
よる農地又は採草放牧地の特定法人への
貸付け事業

措置区分 法律
特例を講ずべき法
令等の名称及び
条項

農地法第３条第１項及び第２項、第６条第１
項、第２０条第１項及び第８項

特例を講ずべき法
令等の現行規定

・農地又は採草放牧地について権利を取得
するには、農業委員会又は都道府県知事
の許可を受けなければならないが（農地法
第３条第１項）、その権利を取得しようとす
る者が農業生産法人以外の法人であるとき
は、原則としてこの許可をすることができな
い（同条第２項）。
・国以外の者は、その所有者の住所のある
市町村の区域の外にある小作地又はその
所有者の住所のある市町村の区域内にあ
る小作地であって、一定面積を超えるもの
を所有してはならない（農地法第６条第１
項）。



【再検討要請への回答】

・農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者
は、都道府県知事の許可を受けなければ、
賃貸借の解除、解約の申入れ、合意による
解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知
をしてはならない（農地法第20条１項）。
・農地又は採草放牧地の賃貸借につけた
解除条件又は不確定期限は、つけないもの
とみなす（農地法第20条第８項）。

特例措置の内容 １　地方公共団体が、その設定する構造改
革特別区域内に現に耕作の目的に供され
ておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供
されないと見込まれる農地その他効率的な
利用を図る必要がある農地が相当程度存
在するものと認めて内閣総理大臣の認定を
申請し、その認定を受けたときは、認定の
日以後は、特定事業の実施主体 （地方公
共団体又は農地保有合理化法人）が、農地
又は採草放牧地について特定事業の用に
供するため所有権又は使用収益権を取得
する場合には、農地法第３条第１項本文の
規定は適用しないこととする。
　なお、上記に掲げる農地が「相当程度」存
在するとは、農地の遊休化が深刻で、農業
内部での対応ではこれらの問題が解決でき
ないような状態にあると認められることを指
すものであるが、具体的には、地域の農地
の利用状況、担い手の状況等を踏まえ、地
方公共団体において判断することとする。



【再検討要請への回答】

特例措置の内容 ２　１の認定の日以後は、農業委員会又は
都道府県知事は、特定事業の実施主体が
構造改革特別区域内にある農地又は採草
放牧地につき農業生産法人以外の法人の
ために使用貸借による権利又は賃借権を
設定しようとする場合において、当該法人
が次の要件に該当するときは、農地法第３
条第１項の規定（第２号の２、第４号及び第
７号に係る部分に限る）にかかわらず、同条
第１項の許可をすることができる。
①　その法人の業務を執行する役員のうち
一人以上の者が、その法人の行う耕作又
は養畜の事業に常時従事すること。
　なお、「常時従事」とは、農業生産法人の
常時従事者たる構成員についての判定基
準（農地法施行規則（昭和27年農林水産省
令第79号）第１条の７第１号）の取扱いに準
じ、その役員が年間150日以上耕作又は養
畜の事業（農作業以外の企画管理業務等
を含む。）に従事することを基本とし、150日
に満たない場合にあっては、その行う耕作
又は養畜の事業の内容・規模等に照らして
判断することとする。
②　その法人の行う耕作又は養畜の事業
の適正かつ円滑な実施を確保するために
必要なものとして次の事項を内容とする協
定を、認定を受けた地方公共団体及び特定
事業の実施主体と締結し、これに従い事業
を行うこと。



【再検討要請への回答】

ア　法人が行う農業の内容及び実施の方法
イ　法人が農業を行う農地等の所在及び面
積
ウ　地域内の他の農業者との役割分担に
関する事項
エ　協定の実施状況の報告に関する事項
オ　協定に違反した場合の措置に関する事
項
カ　その他協定締結当事者が必要と認めた
事項
３　特定事業の実施により特定法人（農業
生産法人以外の法人であって２の①及び②
に該当する法人）のために使用貸借による
権利又は賃借権が設定されている農地及
び特定事業の実施主体が特定事業の用に
供すべきものとして使用収益権の設定等を
受けている農地で現に特定法人のために
使用貸借による権利又は賃借権が設定さ
れていない農地については、農地法第６条
第１項の規定は適用しない。
４　特定事業の実施主体は、特定事業の実
施により特定法人のために賃借権が設定さ
れている農地又は採草放牧地について、特
定法人が２の②の協定に違反した場合は、
農地法第20条第１項の許可を受けないで、
賃貸借の解除をすることができる。

５　特定事業の実施により特定法人のため
に賃借権が設定されている農地又は採草
放牧地につけた解除条件（特定法人が２の
②の協定に違反した場合に当該賃貸借の
解除をすることを内容とするものに限る。）
については、農地法第20条第８項の規定は
適用しない。

実施主体 地方公共団体又は農地保有合理化法人 (その他の内容の整理をまって調整)

想定対象地域
担い手不足、農地の遊休化が深刻で、農業
内部での対応ではこれらの問題が解決でき
ないと地方公共団体が認めた地域



【再検討要請への回答】

同意の要件（特例
措置に伴う弊害を
防止するための措
置）
特例措置に伴い必
要となる手続き

特になし。



【再検討要請への回答】

１．プログラム別表１の該当部分
番号 1002
構造改革特区にお
いて実施可能な特
例措置

特定農地貸付けによる市民農園の開設主体
を、地方公共団体及び農業協同組合以外の
者に拡大

特例措置を講じる
に当たっての条件

担い手不足、農地の遊休化が深刻で、市民
農園の開設により農地の有効活用を図ること
が必要な地域であって、市民農園を新たに開
設する者による農地の適正かつ効率的な利
用が確保されること。

２．基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容
所管省庁の案（平成14年12月17日現在) 構造改革特区推進室からの再検討要請事項 所管省庁による回答

特定事業の名称 地方公共団体及び農業協同組合以外の者
による特定農地貸付け事業

措置区分 法律
特例を講ずべき法
令等の名称及び
条項

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に
関する法律第２条２項、市民農園整備促進法
２条２項

特例を講ずべき法
令等の現行規定

・「特定農地貸付け」とは、地方公共団体又は
農業協同組合が農地（農業協同組合にあっ
ては、組合員の所有に係る農地に限る。）に
ついて行う賃借権その他の使用及び収益を
目的とする権利の設定で、次に掲げる要件に
該当するものをいう。（特定農地貸付法２条２
項）
１. 10アール未満の農地に係る農地の貸付け
で、相当数の者を対象として定型的な条件で
行われるものであること。
２.　営利を目的としない農作物の栽培の用に
供するための農地の貸付けであること。
３.　５年を超えない農地の貸付けであること。



【再検討要請への回答】

・「市民農園」とは、主として都市の住民の利
用に供される農地で、特定農地貸付法２条２
項に規定する特定農地貸付けの用に供され
る農地、相当数の者を対象として定型的な条
件でレクリエーションその他営利以外の目的
で継続して行われる農作業の用に供される
農地及び附帯して設置される市民農園施設
の総体をいう。（市民農園整備促進法２条２
項）

特例措置の内容   地方公共団体が、その設定する構造改革
特別区域内に現に耕作の目的に供されてお
らず、かつ、引き続き耕作の目的に供されな
いと見込まれる農地その他効率的な利用を
図る必要がある農地が相当程度存在するも
のと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、そ
の認定を受けたときは、当該認定の日以降
は、 特定事業の実施主体である地方公共団
体及び農業協同組合以外の者が次に掲げる
農地について行う賃借権その他の使用及び
収益を目的とする権利の設定で、特定農地
貸付けに関する農地法等の特例に関する法
律（以下「特定農地貸付法」という。）第２条第
２項各号に掲げる要件に該当するものについ
ては、これを同項に規定する特定農地貸付
けとみなして、特定農地貸付法及び市民農
園整備促進法の規定を適用する。
　なお、上記に掲げる「相当程度」存在すると
は、農地の遊休化が深刻で、市民農園の開
設により農地の有効活用を図ることが必要で
あると認められることを指すものであるが、具
体的には、地域の農地の利用状況、担い手
の状況等を踏まえ、地方公共団体において
判断することとする。

　



【再検討要請への回答】

特例措置の内容 1　特定事業の実施主体の所有に係る農地
（当該実施主体が当該農地に係る特定農地
貸付法第３条第３項の承認が取り消された
後において当該農地の適切な利用を確保す
るための方法その他当該農地に係る特定事
業の実施に当たって合意しておくべきものと
して次の事項を内容とする事業実施協定(以
下第２号において「特定事業実施協定」とい
う。)を認定を受けた地方公共団体と締結して
いるものに限る。）
ア　特定農地貸付けを行う農地(以下「特定貸
付農地」という)の適切な管理・運営を確保す
るために必要な事項
イ　特定貸付農地の利用が周辺地域に支障
を及ぼさないことを確保するために必要な事
項
ウ　特定農地貸付けを中止し、又は廃止する
場合において、特定貸付農地の適切な利用
等を確保するために必要な事項
エ　特定事業の実施主体が、認定（変更を含
む）された地方公共団体に対して行う事業実
施協定の実施の状況についての報告に関す
る事項
オ　事業実施協定に違反した場合の措置に
関する事項
カ　その他認定を受けた地方公共団体が必
要と認める事項

２　特定事業の実施主体が地方公共団体又
は農地保有合理化法人から特定事業の用に
供すべきものとして使用貸借による権利又は
賃借権の設定を受けている農地（当該実施
主体が特定事業実施協定を認定を受けた地
方公共団体及び特定事業対象農地貸付けを
行う地方公共団体又は農地保有合理化法人
と締結しているものに限る。）

実施主体 地方公共団体、農業協同組合以外の者 (その他の内容の整理をまって調整)
想定対象地域 担い手不足、農地の遊休化が深刻で、市民

農園の開設により農地の有効活用を図ること
が必要な地域と地方公共団体が認めた地
域。



【再検討要請への回答】

同意の要件（特例
措置に伴う弊害を
防止するための措
置）
特例措置に伴い必
要となる手続き

特になし。



【再検討要請への回答】

１．プログラム別表１の該当部分
番号 1003
構造改革特区にお
いて実施可能な特
例措置

学校施設の整備に係る保安林の解除に伴う
森林の残置要件及び造成要件の緩和

特例措置を講じる
に当たっての条件

保安林の解除により実施される施設設置等
による景観や騒音等周辺の環境への影響が
許容されるものであること。
保安林の解除を必要とする特定事業が、そ
の事業を行う構造改革特別区域計画の根幹
的な事業であること。
特例措置として解除する保安林等の有してい
た機能に代替する措置を地方公共団体が措
置すること。

２．基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容
所管省庁の案（平成14年12月17日現在) 構造改革特区推進室からの再検討要請事項 所管省庁による回答

特定事業の名称 学校施設の整備に係る保安林の解除に伴う
森林の残置要件及び造成要件の緩和

(その他の内容の整理をまって調整)

措置区分 通知
特例を講ずべき法
令等の名称及び
条項

・森林法に基づく保安林及び保安施設地区
関係事務に係る処理基準（平成12年4月27日
付け12林野治第790号農林水産事務次官通
知）別紙　第２の１２(1)表５
・保安林の転用に係る解除の取扱要領（平成
2年6月11日付け2林野治第1868号林野庁長
官通知）第２の３(2)ウ(ｳ)別表

特例を講ずべき法
令等の現行規定

保安林の転用に係る事業等の目的が工場、
事業場の設置である場合の当該施設の設置
に関して、残置し又は造成する森林の事業区
域内の森林面積に対する割合は、おおむね
35パーセント以上 とする。※学校施設の設
置である場合についても適用。

特例措置の内容 ①「認定構造改革特別区域計画の目標の
達成に必要なものとして計画されている」
は、法文上明らかであるので、記載不要で
ある。

①指摘を踏まえ、「地域の活性化を図るための
核として実施する学校施設（・・・を除く。）」と修
文する。

　認定構造改革特別区域計画において（(P)
当該計画の目標の達成に必要なものとして）
計画されている学校施設（実験・実習工場の
設置等、当該施設の設置によって住宅団地
を造成する場合に比べ 周辺 地域におけ



【再検討要請への回答】

②「実験・実習工場の設置等～周辺の地域
における環境を著しく悪化させるおそれが
あるもの」を除く理由として、これらの施設
は騒音等に与える影響が大きいとのことで
あるが、保安林の目的からして保安林を解
除する際に騒音等の影響をもって実験・実
習工場の設置等を除外する理由とはならな
いのではないか。

②保安林は水源のかん養、災害の防止等のほ
か、環境の保全の機能を有しており、開発行為
を行うに当たっては森林の有する役割に大きな
支障が生じないよう適正に行うことが必要であ
り、また、それが開発行為を行う者の権利に内
在する責務でもあることから、保安林の解除の
際にその現に有する環境保全の機能からみて、
当該転用により当該保安林の周辺の地域にお
ける環境を著しく悪化させることとならないよう、
転用に係る事業の態様等に応じて事業区域内
に相当面積の森林を残置又は造成することを、
基準としているところである。
　また、一般からも「地域社会の生活環境の保
全上、環境を著しく悪化させるおそれのあるもの
は、学校施設でも除外するのが当然である。」と
の意見が寄せられており、環境の保全の観点
から、騒音等に与える影響が大きいと認められ
る実験・実習工場の設置等を除外することが適
当と考えている。

③提案自治体から森林率を２０％以上とさ
れたいとの意見があり、自治体の要望どお
り緩和できないか。

③保安林は、水源のかん養、災害の防備等の
ために特に重要な森林を指定するものであるこ
とから、転用のために指定を解除する場合に
あっても、これらの機能が 低限確保されるよ
う、解除を要する面積が一定以上のときは、３
０％以上の森林を残置又は造成することとして
きているところである。今回の措置は、保安林の
有する環境の保全の機能からみて大きな支障
がないものについて要件を緩和するものであ
り、保安林の指定の目的の達成のために必要
なものとしている 低限の基準を緩和すること
は適当ではない。
　なお、転用のための保安林の解除の面積が
一定未満の場合については、別に基準を設け
ているが、その緩和については、自治体からの
要望として提案されておらず、今回の検討の対
象としていない。特例措置の内容の記載につい
ては、適用する基準を明確にし、誤解が生じな
いようにするため表現を明確化する。

　また、一般からも「残置森林、造成森林の割合
は下げる必要はない。」との意見が寄せられて
おり、基準の緩和は必要 小限のものとするこ
とが適当と考えている。

を造成する場合に比べて周辺の地域におけ
る環境を著しく悪化させるおそれがあるもの
を除く。）の設置に係る保安林の転用に関し
て、残置し又は造成する森林の事業区域内
の森林面積に対する割合は、事業等の目的
が住宅団地の造成である場合に適用される
残置し又は造成する森林又は緑地の割合を
適用するものとする。



【再検討要請への回答】

実施主体 学校を設置する主体 (その他の内容の整理をまって調整)
想定対象地域
同意の要件（特例
措置に伴う弊害を
防止するための措
置）

―

特例措置に伴い必
要となる手続き

―



【再検討要請への回答】

１．プログラム別表１の該当部分
番号 1004
構造改革特区にお
いて実施可能な特
例措置

保安林の解除に係る用地事情要件の緩和

特例措置を講じる
に当たっての条件

実施しようとする事業の主たる区域が保安林
以外であって、解除を要する保安林が当該
区域に隣接し、一定規模以内のものであるこ
と。
保安林の解除を必要とする特定事業が、そ
の事業を行う構造改革特別区域計画の根幹
的な事業であること。
特例措置としての保安林の解除の代替措置
として、必要に応じて、当該保安林の保全対
象の移転その他の措置を地方公共団体が措
置すること。

２．基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容
所管省庁の案（平成14年12月17日現在) 構造改革特区推進室からの再検討要請事項 所管省庁による回答

特定事業の名称 保安林の解除に係る用地事情要件の緩和 (その他の内容の整理をまって調整)
措置区分 通知
特例を講ずべき法
令等の名称及び
条項

森林法に基づく保安林及び保安施設地区関
係事務に係る処理基準（平成12年4月27日付
け12林野治第790号農林水産事務次官通
知）第2の１(3)ア(ｲ)
保安林の転用に係る解除の取扱要領（平成2
年6月11日付け
2林野治第1868号林野庁長官通知）第２の３
(1)ア及び(2)ア



【再検討要請への回答】

特例を講ずべき法
令等の現行規定

保安林の転用を目的とする解除については、
その目的に係る事業又は施設の設置による
土地利用が、その地域における公的な各種
土地利用計画に即したものであり、かつ、当
該転用の目的、その地域における土地利用
の状況等からみて、その土地以外に他に適
地を求めることができないか、又は著しく困難
であることを要件とする。

特例措置の内容 　認定構造改革特別区域計画において（(P)
当該計画の目標の達成に必要なものとして）
計画されている事業の主たる区域が保安林
以外であって、当該事業のために解除を要す
る保安林が当該区域に隣接し、当該保安林
の解除によっても残置森林率が７０％以上確
保されるものであり、かつ、当該事業がス
キー場、ゴルフ場の造成等大規模な開発行
為に該当しないものである場合にあっては、
当該事業の実施を目的とする保安林の解除
について、「他に適地を求めることができない
か、又は著しく困難であること」とする要件を
適用しない。

①「認定構造改革特別区域計画の目標の
達成に必要なものとして計画されている」
は、法文上明らかであるので、記載不要で
ある。
②事業規模の問題ではなく、保安林と周辺
への影響の観点から要件を課すべきでない
か。

①指摘を踏まえ、「地域の活性化を図る
ための核として実施する」と修文する。
②指摘を踏まえ、「スキー場、ゴルフ場の
造成その他１箇所当たりの面積が大きな
開発行為に伴い災害の防止等公益的機
能の発揮に支障を及ぼすおそれが大き
いと認められるものを除く。」旨記載し、
修文する。

実施主体 保安林の転用の目的に係る事業又は施設の
設置を行う者

(その他の内容の整理をまって調整)

想定対象地域
同意の要件（特例
措置に伴う弊害を
防止するための措
置）

―

特例措置に伴い必
要となる手続き

―


